
大府市告示第３０号 

 

令和８年大府市議会第１回定例会において、下記予算が議決されたので、地

方自治法第２１９条第２項の規定により公表する。 

 

令和８年３月２３日 

 

 大府市長 岡 村 秀 人       

 

記 

 

１ 令和８年度大府市一般会計予算 

２ 令和８年度大府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和８年度大府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

４ 令和８年度大府市水道事業会計予算 

５ 令和８年度大府市下水道事業会計予算 



令令  和和  ８８  年年  度度

大大  府府  市市  一一  般般  会会  計計  予予  算算



議案第２０号

令和８年度大府市一般会計予算

令和８年度大府市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４，５２８，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等

及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和８年２月２５日提出

大府市長 岡 村 秀 人
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7 地 ,
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第２表 債務負担行為 

事 項 期 間 限 度 額 

おおぶ文化交流の杜整備運営事業 令和９年度から令和１０年度まで １５，２６８千円



第３表 地方債 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

庁 舎 整 備 事 業 
千円 

１００，０００ 

証 書 借 入 

年６．０％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる政府資

金及び地方公共団体金

融機構資金について、利

率の見直しを行った後

においては、当該利率見

直し後の利率） 

政府資金については、その融資条件により、

銀行その他の場合には、その債権者と協定

するものとする。ただし、市財政の都合に

より、償還期間を短縮し、もしくは、繰上

償還し、又は、低利に借り換えることがで

きる。 

公 園 整 備 事 業 ２８６，０００ 

中 心 市 街 地 整 備 事 業 １０４，０００ 

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 １１０，０００ 

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 １５０，０００ 

計 ７５０，０００ 



令令  和和  ８８  年年  度度

大大府府市市国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計予予算算



議案第２１号

令和８年度大府市国民健康保険事業特別会計予算

令和８年度大府市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，９９２，０１６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合

は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の流用とする。

令和８年２月２５日提出

大府市長 岡 村 秀 人
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令令  和和  ８８  年年  度度

大大府府市市後後期期高高齢齢者者医医療療事事業業特特別別会会計計予予算算



議案第２２号

令和８年度大府市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和８年度大府市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８６１，６６０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣による。

令和８年２月２５日提出

大府市長 岡 村 秀 人
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1 総
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務

0
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　 　計 1,861,
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務
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7

　額
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3
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費
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4
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1
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1

,
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2
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1
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（総　　則）

戸

㎥

㎥

５２３，４７９ 千円

２，２４１，６２０ 千円

第１項 １，８５３，３５２ 千円

第２項 ３８８，２６５ 千円

第３項 ３ 千円

４１，６８７

１０，０４１，９５０

２７，５１２

（収益的収入及び支出）

議案第２３号

　第１条　　令和８年度大府市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

令　和　８　年　度　大　府　市　水　道　事　業　会　計　予　算

(4) 主要な建設改良事業

施設の整備事業

　第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数

(2) 年間配水量

(3) 一日平均配水量

　第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　 　入

　第１款　　水道事業収益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益



１，９７９，８９２ 千円

第１項 １，９２１，９０９ 千円

第２項 ５６，３８２ 千円

第３項 ６０１ 千円

第４項 １，０００ 千円

１９０，５１４ 千円

第１項 ９４，０００ 千円

第２項 ２，６００ 千円

第３項 ７７，８１３ 千円

第４項 １６，１００ 千円

第５項 １ 千円

５９１，５３０ 千円

第１項 ５２８，５４６ 千円

第２項 ６２，９８４ 千円

負担金及び分担金

固定資産売却代金

他 会 計 出 資 金

企 業 債

建 設 改 良 費

   のとする。）。

（資本的収入及び支出）

　第４条　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４０１，０１６千円は、

補 助 金

企 業 債 償 還 金

支 出

第１款　　資本的支出

収 入

第１款　　資本的収入

    当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４１，９７３千円、過年度分損益勘定留保資金３５９，０４３千円で補塡するも

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

支 出

第１款　　水道事業費用



款 項 年　　度
千円 千円

令和８年度 ７４，６７８

令和９年度 ７８，８２３

事　 　項

愛　知　県

水 道 受 水

起債の目的 起債の方法

千円

償　還　の　方　法

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には、
その債権者と協定するものとする。
ただし、市財政の都合により償還期
間を短縮し、もしくは、繰上償還し、
又は、低利に借り換えることができ
る。

限　度　額 利　 　率

年６．０％以内（ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金について、利率
の見直しを行った後においては、当
該利率見直し後の利率）

(継続費）

　第５条　　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

事　業　名

(企業債）

　第７条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

老朽管更新事業 ９４，０００

１　資本的支出 １　建設改良費

証　書　借　入

(債務負担行為）

　第６条　　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　２９，９００㎥／日

にかかる受水量の基本料金相当額

総　 　額 年　割　額

管路施設の整備事業 １５３，５０１

令和９年度

期　 　間 限　 　度　 　額



（他会計からの補助金）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　第８条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　第１項　営　業　費　用

　第２項　営 業 外 費 用

　第３項　特　別　損　失

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

令和８年２月２５日提出

　大府市長　 　岡　村　秀　人

　第９条　　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

　流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　職 員 給 与 費 　　　　　     １４７，９０１千円　　

（たな卸資産購入限度額）

　第１１条　　たな卸資産の購入限度額は、１８，２９８千円と定める。

　第１０条　　水道料金の基本料金一部免除に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１２４，０４２千円である。



　　大大　　府府　　市市　　下下　　水水　　道道　　事事　　業業　　会会　　計計　　予予　　算算

令令　　和和　　８８　　年年　　度度



（総　　則）

人

㎥

㎥

２２１，５４２ 千円

ポンプ場建設改良費 ５２３，４９０ 千円

１，９７６，６５０ 千円

第１項 １，１７４，５９５ 千円

第２項 ８０２，０５１ 千円

第３項 ４ 千円

７８，７５３

７，６５２，４８４

２０，９６６

管路建設費

特 別 利 益

営 業 外 収 益

議案第２４号

　第１条　　令和８年度大府市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

令　和　８　年　度　大　府　市　下　水　道　事　業　会　計　予　算

(4） 主要な建設改良事業

（収益的収入及び支出）

　第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(3) 一日平均処理水量

(1) 水 洗 化 人 口

(2) 年間総処理水量

　第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

営 業 収 益

収　 　入

　第１款　　下水道事業収益



１，９７２，１５７ 千円

第１項 １，８０４，９０３ 千円

第２項 １６５，６５３ 千円

第３項 ６０１ 千円

第４項 １，０００ 千円

１，０５４，２１１ 千円

第１項 ５８８，９００ 千円

第２項 ２７０，０００ 千円

第３項 １３，５３４ 千円

第４項 １８０，３５０ 千円

第５項 １，４２６ 千円

第６項 １ 千円

１，５１２，００７ 千円

第１項 ７６６，４９１ 千円

第２項 ７４５，５１６ 千円

 減債積立金６，６９５千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額６８，２３６千円、過年度分損益勘定留保資金

支 出

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

第１款　　下水道事業費用

収 入

第１款　　資本的収入

（資本的収入及び支出）

　　第４条　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４５７，７９６千円は、

 ３８２，８６５千円で補塡するものとする。）。

企 業 債

固定資産売却代金

他 会 計 補 助 金

補 助 金

負担金及び分担金

他 会 計 出 資 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

支 出

第１款　　資本的支出



事　業　名 総 額 年　割　額

千円 千円
207,800

667,789

起債の方法 利　　　率

令和９年度

(継続費）

第５条　　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 年　度

１　資本的支出 １　建設改良費 雨水整備事業 875,589

令和８年度

事　　　項

融資年度から償還

(債務負担行為）

第６条　　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

終了の年度まで資金利子補給

期　　　間

水 洗 化 改 造
　　補給に関する規程に基づく利子相当額

限 度　 　額

　　大府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子

517,600

21,300

第７条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合には、その債権者と協定する
ものとする。
ただし、市財政の都合により償
還期間を短縮し、もしくは、繰
上償還し、又は、低利に借り換
えることができる。

証書借入

年６．０％以内（ただし、
利率見直し方式で借り
入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資
金について、利率の見
直しを行った後におい
ては、当該利率見直し
後の利率）

　千円

(企業債）

限　度　額 償還の方法

公共下水道
事　　業

流域下水道
事　　業

計 588,900

資本費平準化 50,000



第８条　　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１項　  　営    業    費    用

第２項  　　営  業  外  費   用

第３項　  　特    別    損    失

職 員 給 与 費 　　　　　   ８７，５１８千円　

大府市長 岡　村　秀　人

（他会計からの補助金）

令和８年２月２５日提出

(一時借入金）

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

第１０条　　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

第１１条　　下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２１１，５９９千円である。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）


